
　町が発行する広報
紙の各世帯への配布
や回覧板の回付など、
町民と行政をつなぐ
大切な情報伝達を可
能にする重要な役割
を担っています。

　多くの町内会が自主防
災組織を形成しており、
災害などが発生した際に、
町内会単位で避難などが
行われます。町内会によ
っては避難訓練の実施や
通学時の見守り活動を行
うなど、安全安心な暮ら
し実現に取り組んでいま
す。

　各町内会では各種レクリエーションや行
事などを通じて、地域に暮らす住民同士が
交流し親睦を深める機会を提供できるよう
努めています。

　普段の生活で、何気なく使用
しているごみステーションの多

くは町内会で管理されています。ごみステー
ションにごみを出す際、分別違反をしたごみ
は収集されず、「分別違反のごみがいっぱい
でごみを出せない」「ごみが収集されるよう
に、違反ごみを代わりに分別しなければなら
ない」「残されたごみを動物に荒らされて困
る」と、町民の方からの相談が増えています。
管理の負担軽減、衛生面の観点から、分別の
徹底や収集日の確認などルールを守った適正
な排出を心掛けてください。
　春と秋に実施される「クリーン白老」をは
じめとする清掃活動や、夜間の生活道路を照
らす街路灯も町内会
で管理しているほか、
町内会によっては公
園の管理や草刈りな
ども行っています。
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問い合わせ先：生活環境課　町民生活グループ　☎８２－２２６５
　　　　　　　町内会連合会事務局　　　　　　☎８２－４２５３

　町内会は近年、役員・会員の
高齢化や未加入世帯の増加によ
る担い手不足、共働き世帯の増
加や社会参画意識の変化により、
活動が低迷しているのが現状で
す。さらにコロナ禍による近隣
との交流制限も拍車をかけまし
た。
　「地域のみんなが笑顔で暮ら

せるまちをつくりたい」。そんな思
いを持って活動する住民同士のつな
がりや集まりが「町内会」です。防
災・防犯、環境美化、健康づくり、
青少年育成、交流・親睦など、さま
ざまな自主的な活動を通し、まちづ
くり、地域づくりを支えています。


